「会員の奉仕拠出金と公職選挙法」の関係

＜再確認事項＞　　　　　２０１０～２０１１年度

３３５－Ａ地区

会則委員長　田中　充

１９９３年８月号ザ・ライオン誌掲載「会員拠出金とアクティビティ」及びその後の経過並びに１９９４年１９９４年第４回複合地区会則委員長連絡会議回答は次期送りとなり、以後２００２年度まで経過する。２００２年度３３５複合地区から複合地区委員長連絡会議に再検討提案を行い、日本ライオンズ連絡事務所・法律部（弁護士）に見解を求め、２００２年１０月２１日複合地区委員長連絡会議おいて下記の通り採択される。（１～５）
ライオンズクラブには、公職に有る者、その候補者、あるいは候補者になろうとする者の会員が多く在籍しており、それが法律に抵触しないかの問題について、また統一地方選挙も控えクラブは慎重に取り扱われることをお願いします。
ライオンズクラブ会員の奉仕事業拠出金と公職選挙第１９９条２との関係

１、上記法条は、公職の候補者、又は候補者になろうとする者、及び選挙によ　　　

　　り公職に有る者（以下公職者等と略称）が選挙の行われる区域内に対し、いかなる名義でも寄付する事は原則として禁止している。

２、その目的は、憲法の精神の基づき、選挙が選挙人の自由な意思により公明且つ適正に行われることを確信して民主政治の確立を求める為である。

３、国際奉仕団体であるライオンズクラブへの奉仕拠出金は、国家社会から是認されるべきであるとの考えはあるが、会員である選挙による公職者等が選挙区内で寄付するはそれが集票、売名のためと誤解される事もあり、これを認めると金の有る者と無い者との差別が生じ、自由平等で公正な選挙が維持できない疑いが強いので禁止せれるものと考える。

４、しかし、選挙による公職者等が会員としてライオンズクラブの規約、規定等に基づく会費、並びに奉仕拠出金を多数の会員と同等に負担することは同法違反に該当しない。（事業会計・会員拠出金）要するに一般会員と比較して選挙運動の目的の為の拠出金と誤解される金額は違反する事になる。
　　公職者等のドネーション拠出は控えるべきである。

５、ＬＣＩＦへの送金について、ライオンズクラブの会計帳簿処理において預り金として預かっていれば問題は少ないが、実際に帳簿処理された金額が出し入れされているものであれば問題となる恐れが出てくる。

　　又、公職立候補者の支出が、ライオンズ規約・規定に定める範囲の拠出であれば選問題は生じないが、規約・規定を超える額の拠出は寄付と認められる恐れがあるので社会通念に照らして判断する事。　　　　　　　以上
